
関
東
で
長
島
町
の
特
産
品
を
販
売
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地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
国
民
健
康
保
険
税
の
「
賦
課
限

度
額
」
と
「
所
得
の
少
な
い
世
帯
に

お
け
る
軽
減
判
定
所
得
基
準
」
が
変

更
に
な
り
ま
す
。

【
賦
課
限
度
額
の
変
更
】

　
国
民
健
康
保
険
税
を
算
定
す
る
際

の
賦
課
限
度
額
は
、
国
が
景
気
動
向

を
判
断
し
、
毎
年
見
直
し
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

改正前
（令和６年度）

改正後
（令和７年度）

医療分 65 万円 66 万円

後期高齢者支援分 24 万円 26 万円

介護分 17 万円 17 万円

合計 106 万円 109 万円

国民健康保険税賦課限度額の改正

【
所
得
の
少
な
い
世
帯
に
お
け
る
軽

減
判
定
所
得
基
準
の
変
更
】

　

国
民
健
康
保
険
税
で
は
、
総
所
得

金
額
が
一
定
の
基
準
以
下
の
世
帯
に

つ
い
て
は
「
均
等
割
」
と
「
平
等
割
」

の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。
令
和
７

年
度
の
課
税
分
か
ら
、
軽
減
割
合
を

決
め
る
際
の
５
割
軽
減
お
よ
び
２
割

軽
減
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

※
世
帯
主
の
所
得
は
、
国
民
健
康
保

険
の
加
入
・
未
加
入
に
か
か
わ
ら
ず

所
得
判
定
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
移
行
し
た
人
数
と
所
得

も
含
め
て
計
算
し
ま
す
。

※
世
帯
内
に
所
得
の
申
告
を
し
て
い

な
い
か
た
が
い
る
場
合
は
、
軽
減
措

置
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
８
月
２
日
（
土
）
と
３
日
（
日
）

の
２
日
間
、
東
京
都
世
田
谷
区
で
開

催
さ
れ
る
「
せ
た
が
や
ふ
る
さ
と
区

民
ま
つ
り
」
で
、
町
特
産
品
の
ブ
リ

な
ど
の
加
工
品
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
島

内
限
定
の
本
格
焼
酎
島
娘
な
ど
を
販

売
し
ま
す
。

　
長
島
の
味
を
堪
能
す
る
機
会
と
な

り
ま
す
の
で
、
近
隣
の
か
た
や
町
出

身
の
か
た
な
ど
多
く
の
ご
来
場
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

軽減割合 軽減判定所得基準額

７割 43 万円＋（給与所得者等の数ー１）× 10 万円

５割
43 万円＋（給与所得者等の数－１）× 10 万円＋ 30.5 万円  ×被保険者数
29.5 万円（改正前）→ 30.5 万円（改正後）

２割
43 万円＋（給与所得者等の数－１）× 10 万円＋ 56 万円×被保険者数
54.5 万円（改正前）→ 56万円（改正後）

所得の少ない世帯における軽減判定所得基準の改正内容

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係

　
☎（
86
）１
１
７
２［
直
通
］

国
民
健
康
保
険
税
が
変
わ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
水
産
景
観
課
商
工
観
光
係

　
☎（
86
）１
１
３
７［
直
通
］


